
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
二
号

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設
）

第
一
条
　
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設
は
、
護
岸
、
堤
防
、
突
堤
、
導
流
堤
及
び
水
路

（
し
ゆ
ん
せ
つ
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
水
産
動
植
物
の
定
着
の
た
め
の
捨
石
工
そ
の
他
の
施
設
で
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
利
用
施
設
の
所
有
者
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
　
農
事
組
合
法
人
で
あ
つ
て
、
組
合
員
た
る
資
格
、
組
合
員
の
加
入
及
び
脱
退
に
関
す
る
事
項
、
組
合
員
の
属
す
る
世
帯
数
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
事
項
が
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二
　
農
業
、
林
業
又
は
水
産
業
の
振
興
を
主
た
る
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
が
、
一
般
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
、
一
般
財
団
法
人
に
あ
つ

て
は
基
本
財
産
の
額
の
過
半
を
拠
出
し
て
い
る
も
の

イ
　
農
業
の
振
興
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
に
あ
つ
て
は
、
農
業
を
営
む
者
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
事
組
合
法
人
又
は
地
方
公
共
団
体

ロ
　
林
業
の
振
興
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
に
あ
つ
て
は
、
林
業
を
営
む
者
、
森
林
組
合
、
生
産
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
又
は
地
方
公
共
団
体

ハ
　
水
産
業
の
振
興
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
に
あ
つ
て
は
、
水
産
業
を
営
む
者
、
水
産
業
協
同
組
合
又
は
地
方
公
共
団
体

三
　
地
方
公
共
団
体

（
共
同
利
用
施
設
の
種
類
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
第
四
項
の
所
有
者
の
区
分
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
森
林
組
合
、
生
産
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
、
水
産
業
協
同
組
合
並
び
に
前
条
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
者
の
所
有
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
物
（
そ
の
加
工
品
を
含
む
。
）
倉
庫
、
農
林
水
産
業
用
生
産
資
材
倉
庫
、
農
林
水
産
物
処
理
加
工
施
設
、
農
林
水
産
業
用
生
産
資
材
（
堆
肥
そ
の
他
の
自
給
的
資
材
に
限

る
。
）
製
造
施
設
、
共
同
作
業
場
、
産
地
（
水
揚
地
を
含
む
。
）
市
場
施
設
、
種
苗
生
産
施
設
、
家
畜
繁
殖
施
設
、
共
同
放
牧
施
設
、
養
殖
施
設
、
農
林
水
産
業
用
機
具
（
漁
船
を
含
む
。
）
修
理
施
設
、
通
信
施
設
、
電
気
供
給
施
設
、

製
氷
冷
凍
冷
蔵
施
設
（
貯
氷
施
設
を
含
む
。
）
、
給
水
施
設
、
給
油
施
設
、
林
産
物
搬
送
施
設
、
家
畜
診
療
施
設
、
公
害
防
止
施
設
（
農
林
水
産
物
の
生
産
又
は
処
理
加
工
に
伴
つ
て
生
ず
る
公
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
鳥
獣
侵
入
防
止
施
設
と
し
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
所
有
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
種
苗
生
産
施
設
、
家
畜
繁
殖
施
設
、
共
同
放
牧
施
設
、
公
害
防
止
施
設
及
び
鳥
獣
侵
入
防
止
施
設

と
す
る
。

（
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
等
の
提
出
）

第
一
条
の
四
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
同
条
第
一
項
第
一
号
の
経
費
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
、
同
項

第
二
号
の
経
費
の
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
概
要
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
が
補
助
す
る
経
費
の
範
囲
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
た
め
直
接
必
要
な
本
工
事
費
、
附
帯
工
事
費
、
用
地
費
、
補
償
費
及
び
機
械
器
具
費
の
合
計
額
（
以

下
「
工
事
費
」
と
い
う
。
）
と
し
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
経
費
は
、
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費
の
補
助
に
要
す
る
経
費
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
工
事
費
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
応
急
工
事
費
、
応
急
工
事
に
使
用
し
た
材
料
で
復
旧
工
事
に
使
用
で
き
る
も
の
に
要
し
た
費
用
及
び
仮
締
切
、
瀬
替
そ
の
他
復
旧
工
事
に
必
要

な
仮
設
工
事
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
災
害
復
旧
事
業
費
の
決
定
等
）

第
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
又
は
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
概
要
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
審
査
を
行
い
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
を

決
定
し
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県
に
通
知
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
又
は
当
該
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
概
要
書
の
変
更
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
率
増
高
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
の
比
率
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
一
号
の
経
費
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
は
、
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
を
提
出

す
る
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
補
助
率
増
高
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
条
第
三
項
各
号
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
比
率
を
下
ら
な
い
比
率
に
よ
つ
て
す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
の
補
助
の
経
費
に
つ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
中
「
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
概
要
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
補
助
率
増
高
申
請
書
の
審
査
の
結
果
に
基
き
、
法
第
三
条
第
四
項
の
地
域
の
指
定
を
行
う
。

（
高
率
補
助
の
適
用
範
囲
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
農
地
及
び
農
業
用
施
設
に
係
る
も
の

1



市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
又
は
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
が
受
益
す
る
農
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ
き

耕
作
の
事
業
を
行
う
者
で
あ
つ
て
当
該
災
害
を
受
け
た
も
の
の
総
数
を
八
万
円
に
乗
じ
た
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
を
当
該
農
地
と
農
業
用
施
設
と
の
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
額
に
応
じ
て

あ
ん
分
し
た
額

二
　
林
道
に
係
る
も
の

市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
奥
地
幹
線
林
道
又
は
そ
の
他
の
林
道
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
林
道
の
総
延
長
の
メ
ー
ト
ル
数

を
千
円
に
乗
じ
た
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
を
当
該
奥
地
幹
線
林
道
と
そ
の
他
の
林
道
と
の
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
た
額

三
　
漁
業
用
施
設
に
係
る
も
の

市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
又
は
地
先
に
あ
る
漁
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
け
る
標
準

税
収
入
を
当
該
市
町
村
の
世
帯
数
で
除
し
た
額
に
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
漁
業
を
営
み
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る
者
（
水
産
業
協
同
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
属
す
る
世
帯
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
の
三

倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額

２
　
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
又
は
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
が
受
益
す
る
農
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧

事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ
き
耕
作
の
事
業
を
行
う
者
で
あ
つ
て
当
該
災
害
を
受
け
た
も
の
の
総
数
を
十
五
万
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
額
を
当
該
農
地
と
農

業
用
施
設
と
の
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
た
額
と
す
る
。

３
　
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
奥
地
幹
線
林
道
又
は
そ
の
他
の
林
道
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、

当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
林
道
の
総
延
長
の
メ
ー
ト
ル
数
を
千
二
百
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
額
を
当
該
奥
地
幹
線
林
道
と
そ
の
他
の
林
道
と
の
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
額
に
応
じ
て

あ
ん
分
し
た
額
と
す
る
。

４
　
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
市
町
村
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
又
は
地
先
に
あ
る
漁
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
、
当
該
市
町
村
の
そ
の
年

の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
け
る
標
準
税
収
入
を
当
該
市
町
村
の
世
帯
数
で
除
し
た
額
に
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
漁
業
を
営
み
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る
者
（
水
産
業
協
同
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
属

す
る
世
帯
数
を
乗
じ
た
額
の
六
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
と
す
る
。

（
連
年
災
害
補
助
率
適
用
の
申
請
）

第
五
条
の
二
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
の
比
率
に
よ
り
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
費
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
は
、
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
事
業
計
画

概
要
書
を
提
出
す
る
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
連
年
災
害
補
助
率
適
用
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
き
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
比
率
を
下
ら
な
い
比
率
に
よ
つ
て
す
る
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
補
助
の

経
費
に
つ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
中
「
災
害
復
旧
事
業
計
画
概
要
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
概
要
書
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
連
年
災
害
補
助
率
の
適
用
地
域
）

第
五
条
の
三
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
左
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

一
　
農
地
及
び
農
業
用
施
設
に
係
る
も
の

そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
又
は
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
が
受
益
す
る
農
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
そ
の
区
域
内
に
あ

る
農
地
に
つ
き
耕
作
の
事
業
を
行
な
う
者
で
あ
つ
て
当
該
災
害
を
受
け
た
も
の
の
総
数
を
十
万
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
、
か
つ
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

の
事
業
費
の
総
額
が
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ
き
耕
作
の
事
業
を
行
な
う
者
で
あ
つ
て
当
該
災
害
を
受
け
た
も
の
の
総
数
を
四
万
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
る
市
町
村

二
　
林
道
に
係
る
も
の

そ
の
区
域
内
に
あ
る
奥
地
幹
線
林
道
又
は
そ
の
他
の
林
道
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
林
道
の
総
延
長

の
メ
ー
ト
ル
数
を
千
百
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
、
か
つ
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
総
額
が
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
林
道
の
総
延
長
の
メ

ー
ト
ル
数
を
五
百
円
に
乗
じ
た
額
を
こ
え
る
市
町
村

２
　
前
項
の
市
町
村
は
、
そ
の
年
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
告
示
す
る
。

（
当
該
年
度
の
補
助
金
の
額
の
決
定
）

第
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
災
害
復
旧
事
業
費
に
基
い
て
、
当
該
年
度
に
お
け
る
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
通
知
す
る
。

（
補
助
金
交
付
の
申
請
）

第
七
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
費
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
災
害
復
旧
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
、
同
項
第
二
号
の
経
費
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
災
害
復
旧
事
業
補
助
計
画
書
、
収
支
予
算
書
及
び
補
助
金
交
付
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
要
な
災
害
復
旧
事
業
）

第
七
条
の
二
　
法
第
三
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
農
林
水
産
業
の
生
産
の
維
持
及
び
経
営
の
安
定
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
地
に
つ
い
て
は
、
耕
土
の
流
失
、
土
砂
の
流
入
、
埋
没
、
沈
下
、
隆
起
又
は
き
裂
で
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
農
地
に
つ
い
て
の
耕
作
の
継
続
を
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業

二
　
農
業
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
農
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
災
害
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業

一
　
か
ん
が
い
排
水
施
設
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（
一
）
　
用
排
水
路

（
イ
）
　
破
堤

（
ロ
）
　
堤
防
の
欠
壊
で
、
破
堤
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
ハ
）
　
水
路
（

ず
い隧

道
、
掛
ひ
、
サ
イ
フ
オ
ン
及
び
分
水
工
を
含
む
。
）
、
水
門
、
ひ
門
又
は
ひ
管
の
全
壊
、
欠
壊
、
き
裂
又
は
埋
そ
く
で
、
通
水
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の

（
ニ
）
　
護
岸
、
根
固
工
、
床
止
工
又
は
落
差
工
の
全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
二
）
　
た
め
池

堤
防
、
余
水
吐
、
取
水
装
置
、
承
水
路
又
は
放
水
路
の
全
壊
、
欠
壊
又
は
埋
そ
く
で
、
こ
れ
に
よ
り
取
水
を
不
可
能
若
し
く
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の
又
は
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著

し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
三
）
　
頭
首
工

（
イ
）
　
堤
体
（
流
送
路
、
土
砂
吐
及
び
魚
道
を
含
む
。
）
、
取
入
水
門
又
は
取
付
堤
（
護
岸
を
含
む
。
）
の
全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
に
よ
り
取
水
を
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の

（
ロ
）
　
取
付
護
岸
（
根
固
工
を
含
む
。
）
、
床
止
工
又
は
水
た
た
き
工
の
全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
堤
体
に
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
四
）
　
揚
水
施
設

揚
水
機
場
（
受
電
施
設
を
含
む
。
）
又
は
揚
水
機
の
流
失
、
埋
没
、
沈
下
又
は
浸
水
で
、
こ
れ
に
よ
り
揚
水
を
不
可
能
と
す
る
も
の

二
　
農
業
用
道
路

埋
没
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
農
業
用
道
路
の
通
行
を
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の
（
う
回
道
路
に
よ
る
通
行
が
著
し
く
困
難
で
な
い
場
合
を
除
く
。
）

三
　
農
地
又
は
農
作
物
の
災
害

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
施

設

（
一
）
　
干
拓
堤
防
、
輪
中
堤
防

又
は
海
岸
堤
防

（
イ
）
　
破
堤

（
ロ
）
　
堤
防
の
欠
壊
で
、
破
堤
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
ハ
）
　
堤
防
の
前
面
の
土
砂
の
流
失
で
、
根
固
め
を
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
ニ
）
　
ひ
門
又
は
ひ
管
の
前
面
又
は
背
面
に
お
け
る
土
砂
の
た
い
積
で
、
こ
れ
に
よ
り
排
水
を
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の

（
ホ
）
　
水
門
、
ひ
門
又
は
ひ
管
の
全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
二
）
　
防
災
た
め
池
又
は
温
水

た
め
池

堤
防
、
余
水
吐
、
取
水
装
置
、
承
水
路
又
は
放
水
路
の
全
壊
、
欠
壊
又
は
埋
そ
く
で
、
こ
れ
に
よ
り
農
地
若
し
く
は
農
作
物
の
災
害
の
防
止
を
不
可
能
若
し
く
は
著
し
く
困
難
と
す
る
も
の
又

は
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
三
）
　
土
留
工
、
土
砂
だ
め
工

又
は
階
段
工

全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

三
　
林
業
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
林
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
災
害
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業

一
　
林
地
荒
廃
防
止
施
設

山
林
砂
防
施
設
（
立
木
を
除
く
。
）
又
は
海

岸
砂
防
施
設
（
防
潮
堤
を
含
み
、
立
木

を
除
く
。
）

え
ん
堤
、
谷
止
工
、
床
止
工
、
防
潮
堤
、
護
岸
又
は
山
腹
工
の
全
壊
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

二
　
林
道

（
イ
）
　
幅
員
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
林
道
の
埋
没
又
は
欠
壊
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

（
ロ
）
　
幅
員
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
林
道
で
、
こ
れ
に
、
そ
の
生
産
に
係
る
木
材
、
薪
炭
等
の
林
産
物
の
搬
出
を
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
森
林
の
立
木
材
積
が
八
千
三
百
四
十
立
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
埋
没
又
は
欠
壊
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

（
ハ
）
　
林
道
の
埋
没
又
は
欠
壊
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

四
　
漁
業
用
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
用
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
災
害
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業

一
　
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設

破
壊
、
埋
そ
く
又
は
埋
没
で
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

二
　
漁
港
施
設

（
イ
）
　
外
郭
施
設
の
破
壊
で
、
漁
船
の
出
入
若
し
く
は
停
泊
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
も
の
又
は
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
ロ
）
　
係
留
施
設
の
破
壊
で
、
漁
船
の
係
留
若
し
く
は
荷
役
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
も
の
又
は
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
著
し
い
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
ハ
）
　
水
域
施
設
の
埋
そ
く
で
、
漁
船
の
出
入
又
は
停
泊
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
も
の

（
事
業
成
績
書
等
の
提
出
）

第
八
条
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
事
業
成
績
書
及
び
収
支
精
算
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
除
外
）

第
九
条
　
次
に
掲
げ
る
農
地
等
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
法
第
五
条
第
一
号
の
経
済
効
果
の
小
さ
い
も
の
と
す
る
。

一
　
傾
斜
が
二
十
度
を
超
え
る
農
地
（
そ
の
農
地
の
利
用
又
は
保
全
の
た
め
の
農
業
用
施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
農
地
の
傾
斜
に
よ
る
生
産
条
件
の
著
し
い
格
差
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
農
作
物
の
栽
培
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の

二
　
土
層
の
厚
さ
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
農
地

三
　
土
性
が
粗
い
砂
土
、
火
山
灰
、
火
山
れ
き
又
は
高
位
泥
炭
土
の
農
地

四
　
当
該
農
地
と
関
連
の
あ
る
他
の
工
事
が
完
了
し
な
け
れ
ば
効
果
の
な
い
農
地

五
　
有
効
幅
員
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
農
業
用
道
路
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六
　
そ
の
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
額
が
、
当
該
災
害
に
か
か
つ
た
農
地
に
代
わ
る
農
地
を
造
成
す
る
の
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
毎
年
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
算
定
さ
れ
る
金
額
を
超
え
る

農
地附

　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
五
月
八
日
政
令
第
一
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
条
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
二
日
政
令
第
一
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
一
月
一
日
政
令
第
二
九
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
八
月
二
二
日
政
令
第
二
六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害

に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
三
四
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
二
月
六
日
政
令
第
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
三
年
一
月
一
日
以
後
の
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
八
日
政
令
第
一
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
一
一
日
政
令
第
九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
六
号
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
か
ら
適
用

し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
一
日
政
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
八
月
一
〇
日
政
令
第
二
四
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
か
ら
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
う
ち
、
改
正
前
の
第
九
条
第
六
号
に
掲
げ
る
農
地
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
改
正
後
の
同
号
に
掲
げ
る
農
地
に
該

当
す
る
農
地
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
日
政
令
第
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
九
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
改
良
法
施
行
令
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
十
八
条
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫

定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
（
当
該
国
の
負
担
に
係
る
都
道
府
県

の
負
担
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
補
助
（
平
成
二
十
一
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
補
助
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
の
国
庫
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
補
助
及
び
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
九
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
九
日
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
〇
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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